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渋川学区まちづくり協議会細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、渋川学区まちづくり協議会の運営および業務の執行につ 

 いて必要な事項を定める。 

 

（組織） 

第２条 規約第６条第１項第３号にいう部会として、次の部会を置く。 

（１）地域安全コミュニティ部会 

（２）健康福祉部会 

（３）子ども育成部会 

（４）教育文化スポーツ部会 

２ 前項に定める部会のほか、必要に応じて委員会を設置する。なお、当該委員

会の設置は、総会の承認を得るものとする。また、必要に応じて委員会の会則

等を制定することができる。 

 

（部会の運営） 

第３条  部会長は、担当事業の企画立案において、他の部会員等の協力が必要な

場合は、当該部会長の承認を得て、その者を招集することができる。 

２ 規約第１３条の規定に関わらず、各部会の部会長は、所管する事業の円滑な

実施を図る必要があると認められる場合は、会長の推薦を受け、理事会の承認

を得たものを、協力員として参画させることができる。 

 

（評議員の選出） 

第４条  規約第１０条第１項にいう各町内会からの選出については、５名のう 

ち１名は町内会長を選出する。 

なお、町内会長が部会の部会員として兼務する場合は評議員４名とする。 

 

（理事の選出） 

第５条 規約第１５条第１項にいう各町内会からの選出については、町内会長 

 を選出する。また、各部会からの選出については、部会長を選出する。 

 部会長の代理として副部会長は、理事会に出席し議決に加わることができる。 

  

 

（細則の改正） 

第６条 この細則の改正は、理事会の議決をもって行うことができる。 
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付則 

この細則は、平成２４年１２月２日から施行する。 

付則 

（施行期日） 

第１条 この細則は、平成２５年６月１日から施行する。 

（部会長が選出されていない場合の特例） 

第２条 第３条第２項の規定に関わらず、部会長が選出されていない場合にあっ

ては、会長が直接推薦し、理事会の承認を得た者を、協力員として参画させるこ

とができる。 

 

付則 

この細則は、平成２６年４月８日から施行する。 

付則 

この細則は、平成２８年２月２日から施行する。 

付則 

この細則は、平成３０年５月２０日から施行する。 

付則 

この細則は、令和２年５月２４日から施行する。 

付則 

この細則は、令和８年５月２４日から施行する。 

 

 


